


  まずはここから 学習評価のポイント 
学習評価の意味 

知的障害教育の各教科においても、「知識及び技能」「思考力，判断力，表現力
等」「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱に基づいて目標と内容が体系化されてい
ます。学習評価もこの枠組みに沿って、小・中・高等学校と同様に学部・学校段階をま
たぐ学びの接続をめざすことが必要です。したがって、学習評価は単なる成績づけではな
く、授業改善と次の学びへつなぐためのカリキュラム・マネジメントの中核となるものです。 
 
指導と評価の一体化 

学習指導要領の各教科の目標・内容を起点に、単元計画と評価を同時に設計しま
す。学習状況は観点別に“分析的”に捉え、結果を次の授業へ循環させます。これによ
り、三つの柱の育成をバランスよく実現できます。 

 
目標と評価規準の設定 

観点別学習状況の評価では、児童生徒が目標を達成している姿を評価規準とし
て明確化します。作成の基本は、学習指導要領の内容の文末「～すること」を「～して
いる」に置き換え、必要に応じて単元で扱う領域を明記します。単元目標についても、
同様に「～できる」とすることが基本と考えられますが、実態に応じた目標内容に応用す
ることも考えることができます。 

 
多様な実態に応じた運用 

特別支援学校には多様な実態の児童生徒が学びます。提示されている手順を標
準としつつ、取り扱う教材や題材、個別の指導計画との整合を図り、より実践的で運
用可能な工夫をする必要があります。 

 

チェック！ 
 学習評価を成績づけでなく授業改善の中核として位置づけています。 
 単元計画と評価設計を同時に行っています。 
 評価規準は学習指導要領の「～すること」を「～している」に書き換えることが手順と

して示されています。 
 基本として示されている手順を踏まえながら、運用可能な工夫を行っています。 



 
 
学習評価は、学校における教育活動に関し、児童生徒の学習状況を評価するものです。学

習評価には、２つの側面があります。 
１点目は、児童生徒の学習状況を的確に捉え、授業や指導の充実を図っていくということで

す。児童生徒の学習状況を的確に捉えることにより、当初計画していた時数や内容を増減させ
て、学習進度を調整していくことなどが考えられます。 

２点目は、児童生徒が、学習してきたことを振り返りながら、さらに学習内容を発展させたり、ま
だ十分でない内容について気付いたりして、次の学びへとつなげていく側面です。 

この両方の側面があることに留意し、指導計画や授業の充実を図るとともに、児童生徒自身
が、次の学習へ励みとなるように「学習評価」を捉えていくことが重要となります。 

 
学習評価については、学習状況を分析的に捉える「観点別学習状況の評価」を行います。

「観点別学習状況の評価」とは、特別支援学校学習指導要領に定める各教科等の目標に準
拠した評価のことです。知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教
科（以下、知的障害のある児童生徒のための各教科という）における観点別学習状況の評価
の基本的な考え方は、小学校、中学校及び高等学校学習指導要領に基づく各教科と同様に
なります。ただし、知的障害のある児童生徒のための各教科においては、観点別学習状況の評
価を総括的に捉える「評定」は行わず、児童生徒の学習状況を記述により表すこととされていま
す。 

 



 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領においては、児童生徒の「よい点や可能性、進
歩の状況などを積極的に評価し、学習したことの意義や価値を実感できるようにすること」 [文部
科学省, 2017 下記参考]（高等部も同様です）と明記されています。特別支援学校におけ
る学習状況の記述については、児童生徒の様々な可能性についても言及していくことが期待され
ることなど、児童生徒の学習意欲の向上や資質・能力の育成につながる、学習状況に係る記述
が期待されています。 

各学校において、各教科等の目標に準拠した観点別学習状況の評価を的確に行うため、「観
点」ごとに「評価規準」を設けることになっています。 

この「観点」とは、「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」となり
ます。「評価規準」とは、観点別学習状況の評価を的確に行うため、学習指導要領に示す目標
の実現の状況を判断するよりどころを示したものです。 
 

〔参考〕特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 第１章総則 第４節 
（高等部も同様の規定あり） 

３ 学習評価の充実 
学習評価の実施に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 
(1) 児童又は生徒のよい点や可能性，進歩の状況などを積極的に評価し，学習したことの意

義や価値を実感できるようにすること。また，各教科等の目標の実現に向けた学習状況を把
握する観点から，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法
を工夫して，学習の過程や成果を評価し，指導の改善や学習意欲の向上を図り，資質・
能力の育成に生かすようにすること。 

(2) 各教科等の指導に当たっては，個別の指導計画に基づいて行われた学習状況や結果を
適切に評価し，指導目標や指導内容，指導方法の改善に努め，より効果的な指導がで
きるようにすること。 

(3) 創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう，組織的かつ計画的な取
組を推進するとともに，学年や学校段階を越えて児童又は生徒の学習の成果が円滑に接
続されるよう工夫すること。 



 

                             
学習状況の評価を行う際の観点及び観点の趣旨については、文部科学省初等中等教育局

長通知「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び
指導要録の改善等について（通知）」（平成 31 年 3 月 29 日）の観点の趣旨に即して行
います。 
（１）「知識・技能」について 

「知識・技能」の評価は、各教科等における学習の過程を通した知識及び技能の習得状
況について評価を行うとともに、それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用したりする
中で、他の学習や生活の場面でも活用できる程度に概念等を理解したり、技能を習得した
りしているかについても評価するものです。 

（２）「思考・判断・表現」の評価について 
「思考・判断・表現」の評価は、各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する等

のために必要な思考力、判断力、表現力等を身に付けているかを評価するものです。 
（３）「主体的に取り組む態度」について 

 「主体的に学習に取り組む態度」の評価に際しては、単に継続的な行動や積極的な発言
を行うなど、性格や行動面の傾向を評価するということではなく、各教科等の「主体的に学習
に取り組む態度」に係る観点の趣旨に照らして、知識及び技能を習得したり、思考力、判断
力、表現力等を身に付けたりするために、自らの学習状況を把握し、学習の進め方について
試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしているかどうかという意思的な側面を
評価することが重要となります。 

  



 
 
（１）各教科の目標と学習評価の観点との趣旨との対応について 

評価規準の作成に当たっては、各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うため
に、「評価の観点及びその趣旨」が各教科等の目標を踏まえて作成されていること、また同様
に、「段階別の評価の観点の趣旨」が段階の目標を踏まえて作成されていることを確認するこ
とが必要です。 

 
（２）「内容のまとまりごとの評価規準」について 

特別支援学校学習指導要領に規定されている各教科の「内容のまとまり」から「評価規
準」を作成していきます。 

観点別学習状況の評価に際しての「内容のまとまり」とは、特別支援学校学習指導要領
に規定される、各教科の「２ 各段階の目標及び内容  (2)内容」の項目等をそのまとまり
ごとに細分化したり整理したりしたものです。 

特別支援学校学習指導要領に示す各教科の「２ 各段階の目標及び内容」の「(2) 内
容」において「内容のまとまり」ごとに育成を目指す資質・能力が示されています。このため、
「(2) 内容」の記載はそのまま学習指導の目標になっていきます。 

したがって、特別支援学校学習指導要領の各教科の目標に照らして観点別学習状況の
評価を行うに当たり、児童生徒が資質・能力を身に付けた状況を表すために、「(2) 内容」
の記載事項の文末を「～すること」から「～している」と変換したもの等を、「内容のまとまりごと
の評価規準」としています。 

ただし、「主体的に学習に取り組む態度」に関しては、特に、児童生徒の学習への継続的
な取組を通して現れる性質を有すること等から「(2) 内容」について、一部の教科を除き、記
載がありません。そのため、各段階の「(1) 目標」を参考にしつつ、必要に応じて、段階別の
評価の観点の趣旨のうち「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分を用いて「内容のま
とまりごとの評価規準」を作成します。 

 
 



（３）観点別学習状況の評価に係る記録の総括 
児童生徒の観点別学習状況の評価に係る記録の総括の時期としては、単元（題材）

末、学期末、学年末等の節目が考えられます。各教科の観点別学習状況の評価を総括す
ることは、各教科別の指導だけでなく、各教科等を合わせた指導の学習場面を含めて、児童
生徒がどの教科の学習に望ましい学習状況が認められ、どの教科の学習に課題が認められ
るのかを明らかにすることにより、個別の指導計画の実施状況の評価と、教育課程全体を見
渡した学習状況の把握と指導や学習の改善に生かすことができます。 

また、観点別学習状況の評価に係る記録の総括は、学期末や学年末などに行われること
が多くなります。特別支援学校小学部・中学部学習指導要領に示す各教科の目標に照ら
して、その実現状況を箇条書き等により文章で端的に記述して表すことになりますが、常にこ
の結果の背景にある児童生徒の具体的な学習の実現状況を思い描き、適切に捉えることが
大切となります。 

なお、各学校では観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び記録の総括の考え方や
方法について、教師間で共通理解を図り、児童生徒及び保護者に十分説明し理解を得て
おくことも大切です。 

 
 
 
 

 



 
 
具体的に特別支援学校小学部の生活科を例にして説明します。 
 
手順１ 各教科の目標を確認します。 
 
 まず、各教科の目標を確認します。全ての教科の目標は、「・・資質・能力を次のとおり育成する
ことを目指す」とした上で、（１）知識及び技能、（２）思考力、判断力、表現力等、（３）
学びに向かう力、人間性等 の柱に即して示してあります。 

生活科では次のとおりです。 
 

〔生活〕 目標 
具体的な活動や体験を通して、生活に関わる見方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにし

ていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 
（１）活動や体験の過程において、自分自身、身近な人々、社会及び自然の特徴やよさ、そ

れらの関わり等に気付くとともに、生活に必要な習慣や技能を身に付けるようにする。 
（２）自分自身や身の回りの生活のことや、身近な人々、社会及び自然と自分との関わりにつ

いて理解し、考えたことを表現することができるようにする。 
（３）自分のことに取り組んだり、身近な人々、社会及び自然に自ら働きかけ、意欲や自信をも

って学んだり、生活を豊かにしようとしたりする態度を養う。 
 

  
 



手順２ 各教科の段階の目標を確認します。 
 

次に段階の目標を確認します。 
段階の目標は、教科の目標と同じように育成を目指す資質・能力の３つの柱から示されていま

す。 
〔生活〕１段階の目標 
ア 知識及び技能 イ 思考力、判断力、表現

力等 
ウ 学びに向かう力、人間性
等 

活動や体験の過程において、
自分自身、身近な人々、社
会及び自然の特徴に関心を
もっているとともに、身の回りの
生活において必要な基本的
な習慣や技能を身に付けて
いる。 

自分自身や身の回りの生活
のことや、身近な人々、社会
及び自然と自分との関わりに
ついて関心をもち、感じたこと
を伝えようとしている。 

自分のことに取り組もうとし 
たり、身近な人々、社会及び
自然に関心をもち、意欲をも
って学ぼうとしたり、生活に生
かそうとしたりしている。 

 
ア  基本的生活習慣 
食事や用便等の生活習慣に関わる初歩的な学習活動を通して、次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。 
(ｱ) 簡単な身辺処理に気付き、教師と一緒に行おうとすること。（思考力、判断力、表現力

等） 
(ｲ) 簡単な身辺処理に関する初歩的な知識や技能を身に付けること。（知識及び技能） 
 
 

 
  



手順３ 各教科の内容について、下記のように評価規準に変換させていきます。 
 

特別支
援学校
学習指
導要領
（２）
内容 

知識及び技能 思考力、判断力、表現
力等 

学びに向かう力、人間
性等 

簡単な身辺処理に関す
る初歩的な知識や技能
を身に付けること。 

簡単な身辺処理に気
付き、教師と一緒に行
おうとすること。 

生活科の目標(3)及び
１段階の目標ウを参考
にする。 

 
 
 

内容の
まとまり
ごとの
評価規
準
（例） 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組
む態度 

簡単な身辺処理に関す
る初歩的な知識や技能
を身に付けている。 

簡単な身辺処理に気
付き、教師と一緒に行
おうとしている。 

食事や用便等の生活
習慣に関わる初歩的な
学習活動を通して、自
分のことに取り組もうとし
たり、生活に生かそうとし
たりしている。 

作成の
ポイント 

改善通知に示されている評価の観点及びその趣旨
を踏まえ、 
「文末」を「・・ている」として作成する。 

・当該単元で指導する
学習活動を「（学習活
動を入れる）を通し
て、」と明記する 
・当該段階目標のウの
文末を「～している。」な
どとして作成する。 

 

 

 
 

  



 
１ 構想する単元を整理する 

単元とは、各教科等において、一定の目標や主題を中心として組織された学習内容の有機的
な一まとまりのことです。単元は、複数回の授業から構成されます。年間指導計画は、複数回の
単元から構成されます。したがって、単元を構想することは、年間指導計画の作成という、教育課
程編成の一環として行われることになります。 

年間指導計画や単元計画等の指導計画を基にして、児童生徒の知的障害の状態、生活年
齢、学習状況や経験等を考慮しながら、具体的な指導目標や指導内容を設定していくことにな
ります。 
 単元を構想し、評価規準を設定するまでの流れについて、児童生徒の実態を把握した後、
（１）各教科等別の指導の場合と（２）各教科等を合わせた指導の場合に分けて説明しま
すが、（１）（２）に共通して単元構想の前提として、 児童生徒の実態について確認しま
す。 
＜実態把握の視点の例＞ 
・ 児童生徒の得意なこと、苦手なこと   
・ 知的障害の状態と学習状況 
・ 運動・行動的側面の特徴 
・ 手指の巧緻性などの作業・操作的側面の特徴 
・ 心理的側面の特徴 
・ 健康的側面の特徴 
・ 対人関係や協調的側面の特徴 
上記の項目を核にして実態把握後、（１）各教科等別の指導、（２）各教科等を合わせ

た指導の形態に分けて、流れを整理します。 
 
（１）各教科等別に指導を行う場合 

各教科等別の指導とは、小学部であれば、生活、国語、算数、音楽、図画工作、体育
の各教科や外国語活動について、各教科等の時間を設けて指導を行う場合をいいます。 



 この場合には該当する教科等の内容を基にして、単元を構想し評価規準を設定するまで
は、次の流れが考えられます。 
 

１ 単元で取り扱う各教科の内容を検討します。 

 ・これまでの学習してきた内容やこれから学習する予定の内容の精査を行います。 

２ 単元の評価規準を設定します。 

  ・「知識・技能」の評価規準の設定の仕方 
当該単元で育成を目指す資質・能力に該当する〔知識及び技能〕の指導事項の文末を
「～している。」として作成する。 

・「思考・判断・表現」の評価規準の設定の仕方 
当該単元で育成を目指す資質・能力に該当する〔思考力、判断力、表現力等〕の 
文末を「～している。」として作成する。 
※国語においては、当該単元で育成を目指す資質・能力に該当する〔思考力、判断力、
表現力等〕の指導事項の冒頭に、指導する一領域を「（領域名）において、」と明記し、文
末を「～している。」として作成する。 

・「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準の設定の仕方 
単元の目標や学習内容等に応じて、その組合せを工夫する。文末は「～しようとしている。」
とする。 

３ 単元の指導と評価計画を決定します。 

・各時間の具体的な学習活動を構想し、単元のどの段階でどの評価規準に基づいて評価する
かを決定します。 

 

４ 評価の実際と手立てを想定します。 

・それぞれの評価規準について、実際の学習活動を踏まえて、おおむね満足できる状況にいたる
手立てを考えます。 
 
（２）各教科等を合わせて指導を行う指導の場合 

各教科等を合わせて指導を行う場合とは、各教科、道徳科、特別活動、自立活動及び
小学部においては外国語活動の一部又は全部を合わせて指導を行うことをいいます。 

各教科等を合わせて指導を行う場合においても、単元を通した学習の中で、各教科等に
示されている育成を目指す資質・能力が育まれるように留意していきます。各教科等を合わ
せて指導を行う場合には、取り扱う教科等が複数になることから、単元で取り扱う教科等の
内容を厳選するなどして、各教科等で育成を目指す資質・能力を明確にしておく必要があり



ます。 

１ 構想する単元において、児童生徒の目指す姿を検討し、単元名を設定します 

・ 構想する単元の学習活動において、期待される児童生徒の姿を検討します。 
・ 検討した児童生徒の期待する姿が現れるように、児童生徒自身が意欲的、主体的に学習

に取り組めるように、児童生徒の目標となる言葉を「単元名」として設定します。単元名は、
単元における学習活動の目標になりますので、児童生徒が学習の目標を意識しやすいよう
に端的に表現するようにします。 

２ 教科等横断的な視点に立った資質・能力を明確にします。 

・ 構想している単元が、どのように教科等横断的な視点にたった資質・能力を育成しようとして
いるのか、特別支援学校学習指導要領及び同解説に示されている次の事項を参考にし
て、検討します。 
＜学習の基盤となる資質・能力＞ 
① 言語能力 
② 情報活用能力（情報モラル含む） 
③ 問題発見・解決能力 
＜現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力＞ 

① 健康・安全・食に関する力 
② 主権者として求められる力  
③ 新たな価値を生み出す豊かな創造性  
④ グローバル化の中で多様性を尊重するとともに、現在まで受け継がれてきた我が国固有

の領土や歴史について理解し伝統や文化を尊重しつつ、多様な他者と協働しながら目
標に向かって挑戦する力 

⑤ 地域や社会における産業の役割を理解し地域創生等に生かす力 
⑥ 自然環境や資源の有限性等の中で持続可能な社会をつくる力  
⑦ 豊かなスポーツライフを実現する力 
⑧ その他 

３ 単元で取り扱う各教科等の内容について、確認をします。 

 各教科等を合わせて指導を行う場合の単元は、複数の教科等を取り扱うことになりますが、取
り扱う教科等が多岐にわたり過ぎると、各教科等の育成を目指す資質・能力が曖昧になってしま
う可能性があります。そのため、取り扱う教科等は３～４教科等の範囲で考えておくと良いでしょ
う。ここで取り扱う教科等ごとに、評価規準を作成していくことになります。 
 
 



４ 複数の教科等を合わせて指導を行うことの意図を確認します。 
 取り扱う教科等が定まったところで、各教科等を合わせて指導行うことの意図について検討しま

す。特別支援学校学習指導要領解説に示されている「知的障害のある児童生徒の学習上の特
性等」、「知的障害のある児童生徒の教育的対応の基本」、「各教科等を合わせた指導の特徴
と留意点」などを参考にすると良いですが、主な要点は次の通りに整理できますので、参考にしてく
ださい。 

(ア)  生活に結び付いた実践的な学びの実現 
(イ)  興味・関心を生かした主体的な学びの促進 
(ウ)  教科等の関連付けによる深い学び 
(エ)  協働的な学びによる社会性の育成 
(オ)  学びの般化・定着・活用への支援 
(カ)  その他 

 
５ 単元の評価規準の設定をします。 
 １０ページの（１）各教科等別に指導を行う場合 と同様です。 
 
６ 単元の指導と評価計画を決定します。 
・ 各時間の具体的な学習活動を構想し、単元のどの段階でどの評価規準に基づいて評価する

かを決定しておきます（評価計画）。 
・ この評価計画を事前に立てておくことにより、様々な学習活動場面を厳選し、焦点化すること

ができて、評価を計画的に行うことができます。 
 
７ 評価の実際と手立てを想定します。 
・ それぞれの評価規準について、実際の学習活動を踏まえて、おおむね満足できる状況にいた

る手立てを工夫します。あらゆる教育活動に共通することですが、児童生徒が成功体験を積
み重ねることができるようにしていくことが、児童生徒の自己肯定感の育成に最も重要なことで
もあります。 

・ 障害の程度が重い児童生徒の場合には、失敗したことを学習してしまう、いわゆる「誤学習」
につながらないようにすることが大切です。児童生徒が、少し頑張れば乗り越えられる程度の
目標を段階的に積み重ねていくスモールステップでの指導目標を検討していくことに留意してい
きましょう。 

 
 
 

  



 
 

単元計画と評価の一体化に向けて、各校で活用できる単元デザインシートと授業デザインシー
トを作成しました。 
 ここでは、単元計画に基づく授業を行う際に、育成を目指す資質・能力を明確にしたそれぞれの
計画を創出することを「デザイン」として、表現しています。単元や授業の目標を検討する際に、児
童生徒の学習後の姿を想定した評価規準（ゴール）を明確にした単元や授業を創出していくこ
とを「デザイン」と表現しています。 
 したがって、日々授業を行っている実践者の皆さんは、単元や授業のデザイナーとして位置付け
ることができます。 
 児童生徒の豊かな学びを創出できる単元・授業を展開することが私たち教師の専門性の核とな
ると考えています。 
 
 
 
 
 

 



単 元 デザインシート 
作成者：            日時 

 

１ 単元の概要 
単元名  
児童生徒の実態の把

握 

 

 

本単元で目指す児童

生徒の姿 
 

教科等横断的な視点

に立った資質・能力 
 

各教科等を合わせて

指導を行う場合の意

図 

 

単元の総時数               時間 
２ 単元目標と評価規準 
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３ 評価計画 
評価する学習活動 評価方法 

  

４ 備考 

 



授 業 デザインシート 
作成者：            日時 

 

１ 授業概要 

単元名  

本授業の位置付け      単位時間のうち  時間目 

児童生徒の学習状況  

２ 授業目標と授業展開 

授業目標：  

 学習内容 学習活動 評価場面 

導

入 

   

展

開 

   

省

察 

   

３ 備考 
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